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秘密保持誓約書

　〔　当社　・　当団体　〕は、貴会への加入に当たり、貴会が〔　当社　・当団体　〕に開示又は提供（以下「開示等」といいます。）する秘密情報の保持につき、下記のとおり誓約いたします。

記

第１条（秘密情報の定義）
１　秘密情報とは、貴会が、書面、電磁的記録媒体その他の媒体に化体して情報を開示等がなされた場合には、「秘密」「秘」「Confidential」等の表示を当該媒体に付すことによって秘密である旨を明示した情報をいい、口頭又は視覚的に情報を開示等がなされた場合には、貴会が開示等の際に当該情報が秘密である旨を口頭で明示し、かつ当該開示等を行った日から２週間以内に秘密情報の内容及び秘密情報である旨を明示した書面又は電磁的方法により通知した情報をいいます。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は秘密情報に含まれないものとします。
⑴　開示等がなされた時点において、当社が既に了知していた情報
⑵　開示等がなされた時点において、既に公知であった情報
⑶　開示等がなされた後に当社の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
⑷　正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
⑸　貴会が開示等を行った情報とは無関係に当社が独自に開発した情報

第２条（秘密保持義務）
１　当社は、貴会から開示等がなされた秘密情報について厳に秘密として保持し、貴会の書面による事前の承諾がない限り、当該秘密情報を第三者に開示又は漏えいせず、また、秘密情報の開示等の目的以外の目的のために使用しません。
２　前項の規定に関わらず、当社は、秘密情報の開示等の目的のために必要な範囲内において、自己の役職員及び従業員（以下「役職員」といいます。）並びに自己が依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他法令上の守秘義務を負う者に対し、秘密情報を開示することができます。
３　当社が自己の役職員に対して開示等を行う場合、当社は、当該役職員との間で本誓約書と同等以上の秘密保持義務を課すものとします。

第３条（運営委員又は各種委員会委員の秘密保持義務）
１　当社は、自己の役職員を貴会の運営委員会（委員会規則第２条第１項に定める運営委員会をいいます。以下同じ。）における運営委員（委員会規則第４条第１項に定める運営委員会の委員をいいます。以下同じ。）及び／又は各種委員会（委員会規則第２条第２項に定める各種委員会をいいます。以下同じ。）における各種委員会委員（委員会規則第６条第１項に定める各種委員会の委員をいいます。以下同じ。）に就任させる場合には、運営委員会及び／又は各種委員会における審議事項、審議の経過及びその結果に関する情報を「秘密情報」として取扱い、本誓約書に定める秘密保持義務を遵守するものとします。
２　前項の場合、当社は、前項に規定する運営委員会及び／又は各種委員会における審議事項、審議の経過及びその結果に関する情報について、本運営委員会及び／又は各種委員会における当該運営委員及び／又は各種委員会委員をして、本誓約書上の秘密保持義務を遵守させるものとします。
３　当社は、自己の役職員が運営委員及び／又は各種委員会委員としての職務の遂行上知り得た情報（第１項に定める情報を含みますが、これに限られません。）について、貴会の活動以外の目的のために使用しません。

第４条（秘密情報の返還及び廃棄）
当社は、貴会を退会する場合又は貴会から要求があった場合には、貴会から開示等がなされた秘密情報を、当社の費用負担において、速やかに返還し、又は廃棄（電磁的記録を消去することを含みます。）します。この場合において、貴会からの要求があった場合には、貴会に対し、当該返還又は廃棄をした旨を書面により通知します。

第５条（損害賠償）
当社は、本誓約書に定める事項に違反し、貴会に損害を与えたときは、貴会が被った一切の損害（合理的な弁護士費用を含みますが、これに限られません。）を賠償します。

第６条（準拠法・合意管轄）
１　本誓約書は日本法に準拠します。
２　当社は、本誓約書に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

以上




